
マイクロバス貸出事業再開のお知らせ 

 
令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 

東広島市社会福祉協議会 
 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、マイクロバスの貸出事業を休止しておりま

したが、６月 1日から貸出を再開いたします。 

ただし、依然として全国的にコロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、次の感

染拡大防止対策を講じた上で、マイクロバスの貸出を行うこととしました。 

つきましては、感染予防のため、当面の間、次のとおり運行条件を制限させていただきま

すので、ご協力をお願いします。 

また、今後の国・県の動向をはじめ、東広島市内における感染状況によっては、再度、利

用を中止する場合がありますのでご了承ください。 

 

＜利用にあたっての条件＞ 

 ※新型コロナウイルス感染症対策のため当面の間、運行条件を制限しています。 

① マイクロバスの貸出時間は、午前９時から午後３時までとします。 

② マイクロバス１台につき、搭乗者の定員は１１名までとします。 

③ １回の利用で貸し出しできる台数は、２台までとします。 

④ 乗車の際は、マスクの着用や手指消毒、咳エチケット等感染予防にご協力

をお願いいたします。 

 

  ※その他、マイクロバス利用についての留意点は別紙をご確認ください。 

 
 
まだまだ、新型コロナウイルスの感染拡大について予防が必要です。 
感染防止対策を行いながら、「新しい生活様式」を実践していきましょう！ 

   ※詳しいことは、下記にてお問い合わせください。 
 
  
 

【お問い合わせ先】 
社会福祉法人東広島市社会福祉協議会 

総務課    TEL:082-423-2800                 

黒瀬支所  TEL:0823-82-2026       河内支所    TEL:082-420-7011  

   福富支所  TEL:082-435-2247       安芸津支所   TEL:0846-45-0201  

   豊栄支所  TEL:082-432-2083  



 

 

コロナウイルスの感染拡大を防止しながら、利用者の方が安心して利用できるよう、日本

バス協会の「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」及び貸切バス旅行連絡会の「貸

切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」に沿った対策と利用者への呼びかけ

を行います。 

つきましては、皆様に安心してご利用いただくため、次のとおり感染拡大防止の取り組み

を行いますので、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

１ 利用者による新型コロナウイルス感染症対策（利用者に対するお願い） 

利用者の皆様におかれましては、ご利用の際に次の対策をはじめとした感染予防にご協

力いただきますようお願いします。下記内容をご理解･ご協力いただけない団体について

は、マイクロバスの貸出をお断りさせていただく場合があります。 

 

●乗車前の検温 

利用当日には、自宅で必ず体温測定を行い、発熱がないことを確認したうえで、利用し

てください。万一、体調が悪い場合は、利用しないでください。 

ご乗車時に改めて検温をお願いします。その際、３７度５分以上の発熱がある方及び体

調不良の方はバスへのご乗車をご遠慮ください。状況によっては、ご乗車をお断りさせて

いただく場合があります。 

●マスクの着用 

乗車時には、利用者の感染予防のため、マスクを必ずご着用ください。 

（マスクの着用がない方は、乗車をお断りする場合があります。） 

利用団体で、予備のマスクの準備をお願いします。 

●車内での過ごし方 

バス車内での会話は、極力お控えいただきますようお願いします。必要最小限にするよ

う運転手から声かけを行う場合があります。 

また、お食事は途中休憩時に車外でお済ませいただきますようご協力ください。 

●手指消毒 

車両の乗降口にアルコール消毒液を設置していますので、乗車時（下車休憩後を含む）

には、手指等の消毒をお願いします。 

車内に消毒液を設置しますが、万が一なかった場合に備えて、手指消毒液を持っている

方は持参をお願いします。 

●車内で出たゴミの持ち帰り  

これまでどおり、車両の使用後又は車両の返却時には、ごみの回収等車両清掃をお願い

します。 

車内でゴミが出た際は、座席に残さず持ち帰るようにしてください。 

●熱中症予防のため水分補給 

熱中症予防のため車内では、水分補給をお願いします。 

マイクロバス貸出事業の再開にあたってのコロナ対策のお願い 



●咳エチケットによる感染拡大の防止 

こまめな手洗いやうがいによる感染予防のほか、手指のアルコール消毒、マスクの着用

など咳エチケットによる感染拡大の防止にご協力をお願いします。 

 

 

２ 集団感染が発生しやすい「３つの密」の回避のための取り組み 

 

●車両の特別対応 

乗車人数は、乗車定員の半分以下（１１名まで）に設定し、乗車人数に合わせてなるべ

く離れるように座席を配置してください。（別紙参照） 

隣の席を空けて、左右に他の乗車者が着席しないようにしてください。 

状況によっては、運転手から空席の座席への移動を呼びかける場合もあります。 

座席数を制限するため、１回の使用につき、２台までの貸出とします。 

●車内換気・清掃 

運行中はエアコンを外気導入して運転してください。（常時外気換気モードで設定） 

運行中は、窓を開放し、十分な換気を行ってください。 

高速道路を利用し、窓が開放できない場合は、３０分程度に１度、ＳＡ、ＰＡ等で休憩

をとり換気をお願いします。 

下車休憩時は、換気をしてください。 

運行終了後、手すりや座席、利用者が触れる場所など車内の除菌清掃を行います。利用

者に安心してご利用いただくため、除菌清掃へのご協力をお願いします。 

 

 

３ その他の感染症対策 

 

●運転手のマスク着用・体調管理  

運転手も、乗車前に体温を測定し、風邪の症状等体調が悪い場合は、運転しないように

お願いします。また、マスクを着用し、乗車前や乗車後の休憩時には手洗い・うがいを徹

底してください。 

●手指消毒液の設置  

車両の乗降口にアルコール消毒液を設置します。乗車前、乗車の都度、手指のアルコー

ル消毒の徹底をお願いします。 

●車両の特別対応 

運転席の後方にビニールカーテンを装着します。運転手と利用者が接触しないよう、ソ

ーシャルディスタンスをお願いします。 

 

 

 



［新型コロナウイルス版］ 

マイクロバスをご利用のみなさまへ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

【当日の注意】 

✔
✔
✔  
✔  

 
 
 

●貸出時間：午前９時から午後３時まで 
（車両の受渡・返却時間は午前８時３０分から午後３時３０分まで） 

※コロナ対策の為、貸出時間を変更しています。 

詳しくはお問い合わせください。 電話：（082）-423-2800 

 
●乗車定員：１１名（運転手を除く）  

（１２名以上で利用する場合はバスを２台にしてください） 

 
●運行区域：往復 300km 以内（県外も可）  
 
●負担費用：①燃料代（軽油） 

※あくまでも目安です 

 
②高速道路や駐車場の料金、その他必要となる経費 

 
●その他 ：運転手は利用団体で確保してください 

【参考】運転手への謝礼と交通費 

１日（４時間以上）…￥7900＋交通費 

※運転時間ではなく拘束時間で換算してください 

 車両使用申請書等は使用する７日前までに提出してください 
  ※期日までに提出が無い場合はキャンセルさせていただく場合があります 

～100 ㎞：￥2,500  ～250 ㎞：￥4,500 

～200 ㎞：￥3,500  ～300 ㎞：￥5,000 

行程を決める際や乗車中について、必ず守ってください 

★繁忙期（3 月～5 月） 

（9 月～11 月）の申込みは 

１か月前とさせていただき ま す 。  



別記様式第 1 号 (第４条関係)               （新型コロナウイルス対策） 
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マイクロバス等貸出車両使用申請書 
 

年   月   日 

 社会福祉法人 

 東広島市社会福祉協議会会長  様 

団 体 名                     

住所（所在）                     

代 表 者                     

電話番号        －            

次のとおりマイクロバス等貸出車両（       号）の使用を申請します。 

使 用 日 時   年   月   日 (   曜 日 )   時   分 ～   時   分 

使 用 目 的 
  
  

目 的 地 
（ 所在地市町村名 ） （ 施設等の名称 ） 

運 行 経 路 別紙行程表のとおり 

添 乗 責 任 者 
（ 役 職 ）   （ 氏 名 ）        （ 電話番号 ） 

  

運 転 者 
住 所  

氏 名  電 話  

乗 車 人 員 
       人 ( 乗車名簿にて人員確定 ※運転手は人数に含まない ) 

行 事 保 険 有 ・ 無 
 保険会社代理店名         担当者名 

  

受 取 日 時 
年   月   日 

時   分 
返 却 日 時 

年   月   日 

時   分 

※車両使用申請書・行程表・乗車名簿は７日前までにご提出ください 

※貸出車両の受渡・返却時間は、午前８時３０分から午後３時３０分までです 



別記様式第２号 (第４条関係)                （新型コロナウイルス対策） 
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マイクロバス等貸出車両行程表 

使用団体名                     使 用 日    年    月    日 

往 路 復 路 

※午前８時３０分以降に社協出発 

  ↓ 
出 発 

 

（集合場所）午前９時００分以降に出発 

時   分            

  時  分            

  時  分            

 

  時  分発 
  

 

  

  
↓    km 

  時  分着 

  時  分発 
  

  
↓    km ↓    km 

  時  分着 

  時  分発 

  時  分着 

  時  分発 
    

↓    km ↓    km 

  時  分着 

  時  分発 

  時  分着 

  時  分発 
    

↓    km ↓    km 

  時  分着 

  時  分発 

  時  分着 

  時  分発 
    

↓    km 
↓    km 

  時  分着 

  時  分発 

 

  

↓    km 

到 着 

  時  分着 
  ↓ 

  ※午後３時３０分までに社協着 

 運行予定距離数合計 km  運行予定距離数合計 km 

   

※ マイクロバス等貸出車両使用申請書に添付して提出ください

（解散場所）午後３時００分までに到着 

時   分             

  時  分             

   時  分            



別記様式第３号 (第４条関係)                （新型コロナウイルス対策） 
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マイクロバス等貸出車両乗車名簿 

 使用団体名                         使用 日    年    月    日 

番号 氏   名 住      所 電話番号 

１ 台 目 

1     － 

2     － 

3     － 

4     － 

5     － 

6     － 

7     － 

8     － 

9     － 

10     － 

11     － 

２ 台 目 

12     － 

13     － 

14     － 

15     － 

16   － 

17   － 

18   － 

19   － 

20   － 

21   － 

22    

※バス１台につき、１１人までの乗車になります 


